
    

十
・
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
五
年
財
務
省
令
第
十
九
号
） 

     



十
．
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
五
年
財
務
省
令
第
十
九
号
）

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
章

法
人
税
法
の
特
例

第
三
章

法
人
税
法
の
特
例

（
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特

（
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特

例
）

例
）

第
二
十
一
条
の
十
七

（
略
）

第
二
十
一
条
の
十
七

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
準
日
本
船
舶
は
、
当
該
法
人
の
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
同
項
に
規
定

す
る
日
本
船
舶
の
確
保
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
措
置
と
し
て
の
同
号
に
規
定
す

る
準
日
本
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
準
日
本
船
舶
」
と
い
う
。
）
の
確
保

の
対
象
と
な
る
準
日
本
船
舶
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
海
上
運
送

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す

る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
準
日
本
船
舶
と
す
る
。

２

施
行
令
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
者
等
（
第
一
号

２

施
行
令
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
者
等
（
第
一
号

及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
船
舶
運
航
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
同
項
に
規
定
す

及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
船
舶
運
航
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
同
条
第
一
項
に

る
収
益
の
額
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
収
益
の
額
等
」
と
い
う
。

規
定
す
る
収
益
の
額
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
収
益
の
額
等
」
と

）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
収
益
の
額
等
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
収
益
の
額
等
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

こ
ろ
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
（
以
下
こ
の
項
及

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
（
以
下
こ

び
次
項
に
お
い
て
「
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
収
益
の
額
等

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
収
益

と
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
以
外
の
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
等
と
に
区
分
す
る
。

の
額
等
と
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
以
外
の
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
等
と
に
区
分
す

る
。

一
～
七

（
略
）

一

船
舶
運
航
事
業
者
等
が
営
む
事
業
に
よ
る
収
益
の
額

当
該
収
益
の
額
を
海

上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
る

海
上
運
送
事
業
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
海
上
運
送
事
業
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
運
賃
（
運
航
す
る
船
舶
の
貨
物
の
積
載
ス
ペ
ー
ス
の
一
部
の
貸

- 81 -



渡
し
に
係
る
収
益
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
貸
船
料
（
運
航
す
る
船
舶
の
貨
物
の
積
載
ス
ペ
ー
ス
の
一
部
の
貸
渡
し

に
係
る
収
益
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
そ
の
他
海
運
業
収
益
と
し
て
得
ら
れ
た
収
益
の
額
と
海
上
運
送
事
業
以
外

の
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
そ
の
他
事
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
得
ら

れ
た
収
益
の
額
と
に
区
分
し
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
海
上
運
送
事
業
に
よ
る
収
益

の
額
を
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
に
よ
り
運
賃
、
貸
船
料
及
び
そ
の
他
海
運
業
収

益
と
し
て
得
ら
れ
た
収
益
の
額
と
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
以
外
の
海
上
運
送
事

業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
そ
の
他
海
上
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

運
賃
、
貸
船
料
及
び
そ
の
他
海
運
業
収
益
と
し
て
得
ら
れ
た
収
益
の
額
と
に
区

分
す
る
。

二

船
舶
運
航
事
業
者
等
が
営
む
事
業
に
直
接
要
す
る
費
用
の
額

当
該
費
用
の

額
を
運
航
費
（
貨
物
費
、
燃
料
費
、
港
費
及
び
そ
の
他
運
航
費
並
び
に
運
航
す

る
船
舶
の
貨
物
の
積
載
ス
ペ
ー
ス
の
一
部
の
借
受
け
に
要
す
る
費
用
を
い
う
。

次
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
船
費
（
船
員
費
、
船
舶
消
耗
品
費
、
船

舶
保
険
料
、
船
舶
修
繕
費
、
船
舶
減
価
償
却
費
及
び
そ
の
他
船
費
を
い
う
。
次

項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
借
船
料
（
運
航
す
る
船
舶
の
貨
物
の
積
載

ス
ペ
ー
ス
の
一
部
の
借
受
け
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
次
項
第
二
号
ハ
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
他
海
運
業
費
用
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号
に
お

い
て
「
運
航
費
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
海
上
運
送
事
業
に
の
み
直
接
要
し
た

費
用
の
額
と
そ
の
他
事
業
に
の
み
直
接
要
し
た
費
用
の
額
と
に
区
分
し
、
そ
の

区
分
さ
れ
た
海
上
運
送
事
業
に
よ
る
費
用
の
額
を
運
航
費
等
と
し
て
対
外
船
舶

運
航
事
業
等
に
の
み
直
接
要
し
た
費
用
の
額
と
運
航
費
等
と
し
て
そ
の
他
海
上

運
送
事
業
に
の
み
直
接
要
し
た
費
用
の
額
と
に
区
分
す
る
。

三

一
般
管
理
費
の
額

次
に
掲
げ
る
一
般
管
理
費
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

対
外
船
舶
運
航
事
業
等
、
そ
の
他
海
上
運
送
事
業
及
び
そ
の
他
事
業
の
う

ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
の
み
要
す
る
一
般
管
理
費
の
額

当
該
一
般
管
理
費

の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
一
般
管
理
費
の
額
以
外
の
金
額

対
外
船
舶
運
航
事
業
等
、
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そ
の
他
海
上
運
送
事
業
及
び
そ
の
他
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
要
す

る
費
用
の
額
と
し
て
、
当
該
一
般
管
理
費
の
額
を
こ
れ
ら
の
事
業
の
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
収
益
の
額
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

あ
ん

四

営
業
外
収
益
の
額

次
に
掲
げ
る
営
業
外
収
益
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

対
外
船
舶
運
航
事
業
等
、
そ
の
他
海
上
運
送
事
業
及
び
そ
の
他
事
業
の
う

ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
営
業
外
収
益
の
額

当

該
営
業
外
収
益
の
額
を
そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
業
に
よ
る
収
益

の
額
に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
営
業
外
収
益
の
額
以
外
の
金
額

対
外
船
舶
運
航
事
業
等
、

そ
の
他
海
上
運
送
事
業
及
び
そ
の
他
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
よ
る

収
益
の
額
と
し
て
、
当
該
営
業
外
収
益
の
額
を
こ
れ
ら
の
事
業
の
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
収
益
の
額
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

五

営
業
外
費
用
の
額

次
に
掲
げ
る
営
業
外
費
用
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

対
外
船
舶
運
航
事
業
等
、
そ
の
他
海
上
運
送
事
業
及
び
そ
の
他
事
業
の
う

ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
の
み
要
す
る
営
業
外
費
用
の
額

当
該
営
業
外
費
用

の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
営
業
外
費
用
の
額
以
外
の
金
額

対
外
船
舶
運
航
事
業
等
、

そ
の
他
海
上
運
送
事
業
及
び
そ
の
他
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
要
す

る
費
用
の
額
と
し
て
、
当
該
営
業
外
費
用
の
額
を
こ
れ
ら
の
事
業
の
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
収
益
の
額
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

六

特
別
利
益
の
額

次
に
掲
げ
る
特
別
利
益
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

船
舶
の
譲
渡
に
係
る
特
別
利
益
の
額
、
前
期
の
収
益
の
額
等
の
修
正
に
係

る
特
別
利
益
の
額
そ
の
他
の
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
、
そ
の
他
海
上
運
送
事

業
及
び
そ
の
他
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か

な
特
別
利
益
の
額

当
該
特
別
利
益
の
額
を
そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か

な
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
特
別
利
益
の
額
以
外
の
金
額

対
外
船
舶
運
航
事
業
等
以
外
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の
事
業
の
収
益
の
額
と
す
る
。

七

特
別
損
失
の
額

次
に
掲
げ
る
特
別
損
失
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

船
舶
の
譲
渡
に
係
る
特
別
損
失
の
額
、
前
期
の
収
益
の
額
等
の
修
正
に
係

る
特
別
損
失
の
額
そ
の
他
の
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
、
そ
の
他
海
上
運
送
事

業
及
び
そ
の
他
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か

な
特
別
損
失
の
額

当
該
特
別
損
失
の
額
を
そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か

な
事
業
に
よ
る
損
失
の
額
に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
特
別
損
失
の
額
以
外
の
金
額

対
外
船
舶
運
航
事
業
等
以
外

の
事
業
の
損
失
の
額
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
に
よ
る
収
益
の
額
等

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
に
よ
る
収
益
の
額
等

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
収
益
の
額
等
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
収
益
の
額
等
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
施
行
令
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
船
舶
外
航
事
業
（

ろ
に
よ
り
施
行
令
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
船
舶
（
以
下
こ
の

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
本
船
舶
外
航
事
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
収
益
の
額

項
に
お
い
て
「
日
本
船
舶
」
と
い
う
。
）
を
用
い
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
（
以

等
と
日
本
船
舶
外
航
事
業
以
外
の
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
本
船
舶
外
航
事
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
収
益
の
額
等

て
「
そ
の
他
外
航
事
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
収
益
の
額
等
と
に
区
分
す
る
。

と
日
本
船
舶
以
外
の
船
舶
を
用
い
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
そ
の
他
外
航
事
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
収
益
の
額
等
と
に
区
分
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

一

前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

に
よ
る
収
益
の
額

次
に
掲
げ
る
収
益
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

に
よ
る
収
益
の
額

次
に
掲
げ
る
収
益
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

運
賃
の
額
及
び
そ
の
他
海
運
業
収
益
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
よ
る

イ

運
賃
の
額
及
び
そ
の
他
海
運
業
収
益
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
よ
る

収
益
の
額
と
そ
の
他
外
航
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
と
に
こ
れ
ら
の
事
業
の
用

収
益
の
額
と
そ
の
他
外
航
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
と
に
日
本
船
舶
及
び
日
本

に
供
し
た
船
舶
（
貸
渡
し
（
海
上
運
送
法
第
二
条
第
七
項
の
定
期
傭
船
を
含

船
舶
以
外
の
船
舶
（
こ
れ
ら
の
船
舶
の
う
ち
貸
渡
し
（
海
上
運
送
法
第
二
条

よ
う

む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
船
舶
を
除
く
。

第
七
項
の
定
期
傭
船
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。

よ
う

）
の
稼
働
延
べ
ト
ン
数
（
船
舶
の
施
行
令
第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定

）
を
し
た
船
舶
を
除
く
。
）
の
稼
働
延
べ
ト
ン
数
（
船
舶
の
施
行
令
第
三
十

す
る
純
ト
ン
数
に
、
日
本
船
舶
外
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
純
ト
ン
数
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
稼
働

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
稼
働
日
数
を
、
そ
の
他
外
航
事
業
の
用
に
供
す
る

日
数
を
乗
じ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て

船
舶
に
あ
つ
て
は
そ
の
他
外
航
事
業
の
用
に
供
し
た
日
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
乗

按
分
す
る
。

じ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
按
分
す
る

。
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ロ

貸
船
料
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
と
そ
の
他
外
航
事

ロ

貸
船
料
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
と
そ
の
他
外
航
事

業
に
よ
る
収
益
の
額
と
に
貸
渡
し
を
し
た
船
舶
を
用
い
た
事
業
に
応
じ
て
区

業
に
よ
る
収
益
の
額
と
に
貸
渡
し
を
し
た
船
舶
を
用
い
た
事
業
に
応
じ
て
区

分
す
る
。

分
す
る
。

二

前
項
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

二

前
項
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

に
直
接
要
す
る
費
用
の
額

次
に
掲
げ
る
運
航
費
等
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

に
直
接
要
す
る
費
用
の
額

次
に
掲
げ
る
運
航
費
等
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

運
航
費
の
額
及
び
そ
の
他
海
運
業
費
用
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要

イ

運
航
費
の
額
及
び
そ
の
他
海
運
業
費
用
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要

す
る
費
用
の
額
と
そ
の
他
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
こ
れ
ら
の
事

す
る
費
用
の
額
と
そ
の
他
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
日
本
船
舶
及

業
の
用
に
供
し
た
船
舶
（
貸
渡
し
を
し
た
船
舶
を
除
く
。
）
の
稼
働
延
べ
ト

び
日
本
船
舶
以
外
の
船
舶
（
こ
れ
ら
の
船
舶
の
う
ち
貸
渡
し
を
し
た
船
舶
を

ン
数
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

除
く
。
）
の
稼
働
延
べ
ト
ン
数
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

ロ

船
費
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
そ
の
他
外
航
事

ロ

船
費
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
そ
の
他
外
航
事

業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
そ
の
船
舶
を
用
い
た
事
業
に
応
じ
て
区
分
す
る

業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
そ
の
船
舶
を
用
い
た
事
業
に
応
じ
て
区
分
す
る

。

。

ハ

借
船
料
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
そ
の
他
外
航

ハ

借
船
料
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
そ
の
他
外
航

事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
借
受
け
（
海
上
運
送
法
第
二
条
第
七
項
の
定

事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
借
受
け
（
海
上
運
送
法
第
二
条
第
七
項
の
定

期
傭
船
を
含
む
。
）
を
し
た
船
舶
を
用
い
た
事
業
に
応
じ
て
区
分
す
る
。

期
傭
船
を
含
む
。
）
を
し
た
船
舶
を
用
い
た
事
業
に
応
じ
て
区
分
す
る
。

三

前
項
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

三

前
項
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

に
要
す
る
一
般
管
理
費
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
そ

に
要
す
る
一
般
管
理
費
の
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
そ

の
他
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
こ
れ
ら
の
事
業
の
用
に
供
し
た
船
舶

の
他
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
日
本
船
舶
及
び
日
本
船
舶
以
外
の
稼

の
稼
働
延
べ
ト
ン
数
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

働
延
べ
ト
ン
数
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

四

前
項
第
四
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

四

前
項
第
四
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

に
よ
る
営
業
外
収
益
の
額

次
に
掲
げ
る
営
業
外
収
益
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ

に
よ
る
営
業
外
収
益
の
額

次
に
掲
げ
る
営
業
外
収
益
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

日
本
船
舶
外
航
事
業
及
び
そ
の
他
外
航
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に

イ

日
本
船
舶
外
航
事
業
及
び
そ
の
他
外
航
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に

関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
営
業
外
収
益
の
額

そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明

関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
営
業
外
収
益
の
額

そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明

ら
か
な
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
に
区
分
す
る
。

ら
か
な
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
営
業
外
収
益
の
額
以
外
の
金
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
よ

ロ

イ
に
掲
げ
る
営
業
外
収
益
の
額
以
外
の
金
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
よ

る
収
益
の
額
と
そ
の
他
外
航
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
と
に
こ
れ
ら
の
事
業
の

る
収
益
の
額
と
そ
の
他
外
航
事
業
に
よ
る
収
益
の
額
と
に
日
本
船
舶
及
び
日

用
に
供
し
た
船
舶
の
稼
働
延
べ
ト
ン
数
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

本
船
舶
以
外
の
船
舶
の
稼
働
延
べ
ト
ン
数
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

五

前
項
第
五
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

五

前
項
第
五
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

- 86 -

- 85 -



に
要
す
る
営
業
外
費
用
の
額

次
に
掲
げ
る
営
業
外
費
用
の
額
の
区
分
に
応
じ

に
要
す
る
営
業
外
費
用
の
額

次
に
掲
げ
る
営
業
外
費
用
の
額
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

日
本
船
舶
外
航
事
業
及
び
そ
の
他
外
航
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に

イ

日
本
船
舶
外
航
事
業
及
び
そ
の
他
外
航
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に

関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
営
業
外
費
用
の
額

そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明

関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
営
業
外
費
用
の
額

そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明

ら
か
な
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
区
分
す
る
。

ら
か
な
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
営
業
外
費
用
の
額
以
外
の
金
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要

ロ

イ
に
掲
げ
る
営
業
外
費
用
の
額
以
外
の
金
額

日
本
船
舶
外
航
事
業
に
要

す
る
費
用
の
額
と
そ
の
他
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
こ
れ
ら
の
事

す
る
費
用
の
額
と
そ
の
他
外
航
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
と
に
日
本
船
舶
及

業
の
用
に
供
し
た
船
舶
の
稼
働
延
べ
ト
ン
数
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

び
日
本
船
舶
以
外
の
船
舶
の
稼
働
延
べ
ト
ン
数
に
応
じ
て
按
分
す
る
。

六

前
項
第
六
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

六

前
項
第
六
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

に
関
係
す
る
特
別
利
益
の
額

次
に
掲
げ
る
特
別
利
益
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ

に
関
係
す
る
特
別
利
益
の
額

次
に
掲
げ
る
特
別
利
益
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

船
舶
の
譲
渡
に
係
る
特
別
利
益
の
額
そ
の
他
の
日
本
船
舶
外
航
事
業
及
び

イ

船
舶
の
譲
渡
に
係
る
特
別
利
益
の
額
そ
の
他
の
日
本
船
舶
外
航
事
業
及
び

そ
の
他
外
航
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な

そ
の
他
外
航
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な

特
別
利
益
の
額

そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
業
に
よ
る
収
益
の
額

特
別
利
益
の
額

そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
業
に
よ
る
収
益
の
額

に
区
分
す
る
。

に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
特
別
利
益
の
額
以
外
の
金
額

当
該
特
別
利
益
の
額
の
生
ず

ロ

イ
に
掲
げ
る
特
別
利
益
の
額
以
外
の
金
額

当
該
特
別
利
益
の
額
の
生
ず

る
事
由
が
第
一
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
収
益
の
額
の
生
ず
る
事
由
の
い
ず

る
事
由
が
第
一
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
収
益
の
額
の
生
ず
る
事
由
の
い
ず

れ
に
類
す
る
か
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
号
の
規
定
に
準
じ
て
区
分
す
る
。

れ
に
類
す
る
か
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
号
の
規
定
に
準
じ
て
区
分
す
る
。

七

前
項
第
七
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

七

前
項
第
七
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
等

に
関
係
す
る
特
別
損
失
の
額

次
に
掲
げ
る
特
別
損
失
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ

に
関
係
す
る
特
別
損
失
の
額

次
に
掲
げ
る
特
別
損
失
の
額
の
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
す
る
。

イ

船
舶
の
譲
渡
に
係
る
特
別
損
失
の
額
そ
の
他
の
日
本
船
舶
外
航
事
業
及
び

イ

船
舶
の
譲
渡
に
係
る
特
別
損
失
の
額
そ
の
他
の
日
本
船
舶
外
航
事
業
及
び

そ
の
他
外
航
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な

そ
の
他
外
航
事
業
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
業
に
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な

特
別
損
失
の
額

そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
業
に
よ
る
損
失
の
額

特
別
損
失
の
額

そ
の
関
係
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
業
に
よ
る
損
失
の
額

に
区
分
す
る
。

に
区
分
す
る
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
特
別
損
失
の
額
以
外
の
金
額

当
該
特
別
損
失
の
額
の
生
ず

ロ

イ
に
掲
げ
る
特
別
損
失
の
額
以
外
の
金
額

当
該
特
別
損
失
の
額
の
生
ず

る
事
由
が
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
生
ず
る
事

る
事
由
が
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
生
ず
る
事

由
の
い
ず
れ
に
類
す
る
か
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
号
の
規
定
に
準
じ
て
区
分
す

由
の
い
ず
れ
に
類
す
る
か
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
号
の
規
定
に
準
じ
て
区
分
す

る
。

る
。

４

（
略
）

４

施
行
令
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
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海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定

等
に
関
す
る
省
令
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
法
人

の
当
該
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
法
人
に
対
し
て
交
付
す
る
同
項
に
規
定
す
る
確
認

証
に
記
載
さ
れ
た
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

５

（
略
）

５

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
の
名

称
、
納
税
地
及
び
法
人
番
号
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
最
初
の
事

業
年
度

三

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
期
間

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

６

（
略
）

６

法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
海
上

運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に

関
す
る
省
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
通
知
書
の
写
し
と
す
る
。

（
平
三
一
財
令
一
四
・
一
部
改
正
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
七

（
略
）
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